
○ お問い合わせ先
肝付町教育委員会 教育総務課 ☎ 0994（65）8425

■ クーリング・オフの方法や困ったな、おかし
いなと思った時はお早めにご相談ください。

消費⽣活相談窓⼝（内之浦総合⽀所産業創出課内）
☎ 0994（67）2116
消費者ホットライン☎ 188

（⼟・⽇・祝⽇は県・⼜は国の相談センターにつながります）

● 「保険⾦を使って⾃⼰負担なく住宅修理ができる」と
勧誘されてもすぐに契約せず、加⼊先の保険会社や保
険代理店に相談しましょう。

● 経年劣化による損傷と知りながら、⾃然災害などの事
故による損傷と申請するなど、うその理由で保険⾦を
請求することは絶対にやめましょう。

● 訪問販売や電話勧誘販売での契約は、クーリング・オ
フができる場合があります。
早めの相談がより良い解決に繋がります。

「⽕災保険を使って⾃⼰負担なく
住宅修理ができる」

「保険⾦が出るようサポートする」

保険金を使って修理はできません
■主な流れ
①肝付町に補充教員として登録
② 実際に⽋員が⽣じた際に、事前にご登録い

ただいた⽅の中から条件に合う⽅に町から
連絡

③ 条件が合致した際は、町教育委員会から⿅
児島県教育委員会に対して講師としての採
⽤を依頼

 ⼩学校や中学校の教員免許をお持ちで、町
内の⼩・中・義務教育学校において教員が産
前産後休暇などに⼊った際に、補充教員（講師）
として勤務していただける⽅を探しています。

※ ⽣涯学習課が⼦どもたちを対象に実施する事
業において、登録いただいた⽅にご協⼒をお
願いすることもありますので、あらかじめご
了承ください。

「保険金で住宅修理ができる」と
勧誘する業者にご注意ください‼
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